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1７１ 2

２７１ 1

1６４ 2 2 2

２６４ 1 1 1

1６Ｂ 2 2 2 2

２６Ｂ 1 1 1 1

１７２ 2

２７２ 1

１57 2 2 2

２57 1 1 1

１5B 2 2 2

25B 1 1 1

1７３ 2 2

２７３ 1 1

１7A 2 2 2

２7A 1 1 1

１６６ 2 2

２６６ 1 1

１6C 2 2 2

２6C 1 1 1

１７４ 2

２７４ 1

１７５ 2

２７５ 1

１７６ 2

２７６ 1

１７０ 2 2 2

２７０ 1 1 1

１７７ 2

２７７ 1

１７８ 2

２７８ 1

１７９ 2 2

２７９ 1 1

１８０ 2

２８０ 1

１８１ 2 2

２８１ 1 1

１８２ 2

２８２ 1

１８３ 2

２８３ 1

１８４ 2 2

２８４ 1 1

１８５ 2

２８５ 1

１８６ 2

２８６ 1

１８７ 2

２８７ 1

１８８ 2

２８８ 1

１８９ 2

２８９ 1
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建築塗装・建築塗装工（１級）

建築塗装・建築塗装工（２級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

かわらぶき・スレート施工（２級）

ガラス施工（１級）

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）

工場板金（１級）

工場板金（２級）

板金・建築板金・板金工（１級）（注４）

板金・建築板金・板金工（２級）（注４）

板金・板金工・打出し板金（１級）

板金・板金工・打出し板金（２級）

石工・石材施工・石積み（１級）

石工・石材施工・石積み（２級）

鉄工・製罐
せいかん

（１級）

鉄工・製罐
せいかん

（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）（注３）

鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）（注３）

タイル張り・タイル張り工（１級）

タイル張り・タイル張り工（２級）

築炉・築炉工・ れんが積み（１級）

築炉・築炉工・ れんが積み（２級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（１級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（２級）

配管・配管工（１級）

配管・配管工（２級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

ウェルポイント施工（１級）（附則第４条該当）

ウェルポイント施工（２級）（附則第４条該当）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（１級）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（２級）

給排水衛生設備配管（１級）

給排水衛生設備配管（２級）

コンクリート圧送施工（２級）

コンクリート圧送施工（１級）（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工（２級）（附則第４条該当）

ウェルポイント施工（１級）

ウェルポイント施工（２級）

とび・とび工（２級）

とび・とび工（１級）（附則第４条該当）

とび・とび工（２級）（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工（１級）

型枠施工（１級）（附則第４条該当）

型枠施工（２級）（附則第４条該当）

左官（１級）

左官（２級）

とび・とび工（１級）

業種別技術職員コード表　２／４

コード 資　格　区　分
建設業の種類

職
業
能
力
開
発
促
進
法

建築大工（１級）

建築大工（２級）

型枠施工（１級）

型枠施工（２級）

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。
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１９０ 2

２９０ 1

１９１ 2

２９１ 1

１６７ 2

１９２ 2

２９２ 1

１９３ 2

２９３ 1

１９４ 2

２９４ 1

１９５ 2

２９５ 1

１９６ 2

２９６ 1

１９７ 2

２９７ 1

１９８ 2

２９８ 1

703

704

○ ○

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○ ○
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土工技能者能力評価基準

タイル張り技能者能力評価基準

道路標識・路面標示技能者能力評価基準

消防施設技能者能力評価基準

建築大工技能者能力評価基準

硝子工事技能者能力評価基準

ＡＬＣ技能者能力評価基準

ダクト技能者能力評価基準

保温保冷技能者能力評価基準

グラウト技能者能力評価基準

冷凍空調技能者能力評価基準

運動施設技能者能力評価基準

基礎ぐい工事技能者能力評価基準

切断穿孔技能者能力評価基準

内装仕上技能者能力評価基準

サッシ・カーテンウォール技能者能力評価基準

エクステリア技能者能力評価基準

建築板金技能者能力評価基準

外壁仕上技能者能力評価基準

ＰＣ技能者能力評価基準

鉄筋技能者能力評価基準

圧接技能者能力評価基準

型枠技能者能力評価基準

配管技能者能力評価基準

とび技能者能力評価基準

防水施工技能者能力評価基準

トンネル技能者能力評価基準

建設塗装技能者能力評価基準

左官技能者能力評価基準

機械土工技能者能力評価基準

海上起重技能者能力評価基準

認
定
能
力
評
価
基
準

レベル３技能者 ○について２点（各基準２業種まで選択可）

レベル４技能者 ○について３点（各基準２業種まで選択可）

※
　
令
和
２
年
３
月
３
１
日
時
点

電気工事技能者能力評価基準

橋梁技能者能力評価基準

造園技能者能力評価基準

さく井（２級）

防水施工（２級）

さく井（１級）

コンクリート圧送技能者能力評価基準

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（２級）

造園　（１級）

造園　（２級）

防水施工（１級）

熱絶縁施工（２級）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）

畳製作 ・ 畳工（２級）

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（１級） 

噴霧塗装（１級）

噴霧塗装（２級）

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（２級） 

熱絶縁施工（１級）

業種別技術職員コード表　３／４

コード 資　格　区　分
建設業の種類

職
業
能
力
開
発
促
進
法

金属塗装・金属塗装工（１級）

金属塗装・金属塗装工（２級）

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工（１級）

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要

※ 各基準に
おいて、○
が付されて
いる業種に
ついて加点
対象となる。
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０６１ 1 1 1

０6A 1 1 1 1

０４０ ２ ２

０６２ 1 1

０６３ 1 1

０60 2

０６４ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

そ
の
他

０９９ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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解体工事

基幹技能者

建設業法施行規則第７条の３の第１号、第２号（上記コード１１～９８に該
当するものを除く）及び第３号該当

基礎ぐい工事

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

地すべり防止工事 【１年】

地すべり防止工事（附則第４条該当） 【１年】

業種別技術職員コード表　４／４

コード 資　格　区　分
建設業の種類

112



下
記

の
者

は
、

工
事

に
関

し
、

下
記

の
と

お
り

実
務

の
経

験
を
有

す
る

こ
と

に
相

違
な

い
こ

と
を

証
明

し
ま

す
。

令
和

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

証
　

　
明

　
　

者

技
術

者
の

氏
名

生
年

月
日

か
ら

使
用

者
の

商
号

又
は

名
称

ま
で

職
名

年
月

か
ら

年
月

ま
で

年
月

か
ら

年
月

ま
で

年
月

か
ら

年
月

ま
で

年
月

か
ら

年
月

ま
で

年
月

か
ら

年
月

ま
で

年
月

か
ら

年
月

ま
で

年
月

か
ら

年
月

ま
で

年
月

か
ら

年
月

ま
で

年
月

か
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月
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ま
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記
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要
領

１
　

こ
の

証
明

書
は

、
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
建

設
業

に
係

る
建

設
工

事
の

種
類

ご
と

に
、

被
証

明
者

１
人

に
つ

い
て

、
証

明
者

別
に

作
成

す
る

こ
と

。
２

　
「

職
名

」
の

欄
は

、
被

証
明

者
が

所
属

し
て

い
た

部
課

名
等

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
　

「
実

務
経

験
の

内
容

」
の

欄
は

、
従

事
し

た
主

な
工

事
名

等
を

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

。
４

　
「

合
計

　
満

　
　

年
　

　
月

」
の

欄
は

、
実

務
経

験
年

数
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と
。

※
　

内
容

確
認

の
た

め
、

証
明

者
に

問
合

せ
を

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
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実
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容
実

　
務

　
経
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数
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使
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明
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得
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で
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の
理

由
証

明
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と
被

証
明
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と

の
関

係

実
務

経
験

証
明

書

使
用

さ
れ

た
期

間
年

　
　

　
月

年
　

　
　

月
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出向元(甲)

　　　　印

出向先(乙)

　　　　印

①氏名 　甲における 乙における勤務箇所

(社員ｺｰﾄﾞ) 所属・職名 ・職名

から

まで

②氏名 　甲における 乙における勤務箇所

(社員ｺｰﾄﾞ) 所属・職名 ・職名

から

まで

③氏名 　甲における 乙における勤務箇所

(社員ｺｰﾄﾞ) 所属・職名 ・職名

から

まで

超過勤務手当、夜勤手当と
して乙が甲に支給した額

超過勤務手当、夜勤手当と
して乙が甲に支給した額

生年月日 出向期間

平成・令和　　年　月　日

平成・令和　　年　月　日

従事する業務の内容
乙が甲に支払う金員(①及び②)

①　負担金月額 ②　超過勤務手当、夜勤手当

生年月日 出向期間

平成・令和　　年　月　日

平成・令和　　年　月　日

従事する業務の内容
乙が甲に支払う金員(①及び②)

①　負担金月額 ②　超過勤務手当、夜勤手当

平成・令和　　年　月　日

従事する業務の内容
乙が甲に支払う金員(①及び②)

①　負担金月額 ②　超過勤務手当、夜勤手当

超過勤務手当、夜勤手当と
して乙が甲に支給した額

出 向 協 定 書
令和　　　年　　　月　　　　日

出向社員の氏名・所属・職名・出向期間等

生年月日 出向期間

平成・令和　　年　月　日

例示
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令和３年度
 確認年月日                                許可番号   

通番 提出書類
チェック欄
（手書き）

部数

4 CPDを取得した技術者名簿 ※　掲載者がいる場合は作成する 2
5 技能者名簿 ※　掲載者がいる場合は作成する 2

資格の写し

監理技術者資格者証
講習修了証の写し

ＣＰＤ単位取得証明書の写し

作業員名簿の写し

7 返信用封筒 1

8 委任状 1

10 商業登記簿謄本の写し 1

社保、住民税
どちらもない場合

　※1　原本からお取りいただいていない場合は虚偽申請の対象となりますのでご注意ください。

　・資料ごとにまとめ、それぞれ名簿順に並べてください。

　・行政書士による代理申請をする場合は、青森県建設業ポータルサイト「行政書士による建設業許可申請等の代理申請について」をご確認 ください。

※　審査対象年度内に、CPD単位を取得した実績がある場合は提出する

法
人
の
場
合

11
役員報酬欄写し
「決算書の⑭」

（役員在籍の場合）
1

12
雇用保険資格喪失届の写し

（又は雇用保険資格喪失
確認通知書の写し） 審査基準日以降に離職した場合は資格喪失確認通知書の写しを提出

1

13

社会保険標準報酬
決定通知書の写し

（社会保険資格取得
確認通知書の写し）

1
算定基礎届提出後に雇用された者に関しては資格取得確認通知書

（社会保険がない場合）
住民税特別徴収額

通知書の写し

常勤確認資料の優先順位表参照（経審手引きP102）

9
所得税の確定申告書の写し
（申告書Ｂ第一表、第二表） 1

宛名を記載し120円切手を貼付したA4サイズのものか

新規掲載者は今回初めて載せる方か（以前一度でも載った方は対象外）

2

※　技能者名簿を作成した場合は提出する
　　（審査基準日時点で稼働している工事に係るもの）

6 1審査基準日時点でともに有効期限内か
記載されている交付番号に間違いはないか(5年更新）

　・個人番号（マイナンバー）が記載されている書類に関しては黒塗りで提出してください。

審査基準日までの決算書のものか

履歴事項全部証明書の写し。なるべく最近のもの

個
人
事
業

主
の
場
合

該当者は経過措置コード（アルファベットを含むコード）を記載しているか（手引きＰ21
「有資格区分コード」参照）

技術職員名簿
（審査基準日時点で雇用保険
被保険者資格取得日から６ヶ

月と１日を超えている者）
名簿上部分項番横のページ数が記入されているか
（1ページ目「001」、2ページ目「002」等）

※　代理申請する場合に提出する（行政書士が代理申請する場合は、経営事項審査
申請書に添付する委任状の写しでも可）

審査基準日時点での満年齢が記載されているか

2

常勤、非常勤の記載がされているか

青森県に指名願いの予定がある場合、「３.建設業に従事するその他職員数」に人数
等の記載及び従事内容の記載がされているか
（※その他職員数が０人の場合はD欄を０で記載する）

若い方から年齢順に記載されているか

社会保険が二以上事業の方はこちらの書類も添付

直近のもの（事業主通知用）

税務署の収受印、税理士の判、電子申請のデータ詳細等はあるか

専従者がいる場合、金額、従事月数等の記載がされているか

書類申請時に原本から直接コピーをとったものか。白黒A4で端が切れないようにコ
ピーしているか。（縮小、拡大はしない・カラー・PDF・スキャン不可）※１

人数の記載、合計に誤りはないか

直近のもの。審査基準日が４月以降、又は建設技術センターへの提出が７月以降の
場合は原則その年の書類（書類の提出から審査まで最大１ケ月程度かかるため、後
日最新の資料を求めることがあります）

3 2

※ 技術職員の資格確認書類（合格証や実務経験証明書等）のうち、有効期間の定
めがないものは初回のみ提出する
・審査基準日前に交付されているか
・【実務経験者のみ】実務経験証明書
・【経理事務士のみ】経理事務士資格証明書の写し

許可番号（００又は０２－６桁）、審査基準日、従事内容に誤りや記載漏れはないか

建設業に従事する
その他職員等確認票

青森県に指名願いを提出しない場合、「３」は記載しない

 会社名   　　　　　　　　　

　書類提出から書類審査完了までおよそ１ヶ月かかるため、社会保険関係等資料が揃っていない場合であっても不足書類
以外を早めに提出してください。不足書類が届き次第、郵送又はＦＡＸにてお送りいただければ対応可能です。但し、後から
不足書類を送る場合、最初の資料送付日、許可番号、追加書類であることを記載してください。

チェック項目

1
技術職員名簿及び

その他職員名簿内容確認願 1
申請月日、郵便番号、住所、電話、ＦＡＸ番号、審査基準日など漏れがないか

技術職員名簿（経営事項審査時提出）　事前確認チェックリスト　（チェック後同封してください）

審査基準日及び経審を受けようとしている業種に誤りはないか

共
通

115




